
第

二

千

百

三

号

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
救
急
医
療
施
設
の
委
嘱

(

医
療
整
備
課)

七
五
七
ペ
ー
ジ

○
解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

七
五
七

○
保
安
林
に
お
け
る
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度

(

同

)

七
五
八

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

七
五
九

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

選
挙
管
理
委
員
会)

七
五
九

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(
同

)

七
六
〇

○
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(
同

)

七
六
一

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

七
六
一

○
平
成
二
十
一
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
合
格
者

(

商
工
政
策
課)
七
六
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)
七
六
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

次
の
医
療
機
関
を
救
急
医
療
施
設
と
し
て
平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
委
嘱
し
た
の
で
、
救
急
医
療

施
設
取
扱
要
綱(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
告
示
第
七
百
六
十
七
号)

第
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

医

療

機

関

名

所

在

地

有

効

期

限

朝
日
大
学
歯
学
部
附
属
病

院

瑞
穂
市
穂
積
一
八
五
一
番
地
の
一

平
成
二
四
・
一
〇
・
三
一

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
保
安
林
を

解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
大
井
町
字
奥
戸
二
七
〇
九
の
二
一
九(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日



揖
斐
川
下
流

揖
斐
川
上
流

長
良
川
下
流

長
良
川
上
流

飛�
川
下
流

飛�
川
中
流

飛�
川
上
流

庄
川

宮
川

高
原
川

保
安
林

単
位
区
域

大
垣
市
､
海
津
市
､
養
老
郡
､
不
破
郡

本
巣
市
､
揖
斐
郡

岐
阜
市
､
関
市
､
美
濃
市
､
各
務
原
市
､
山
県

市 郡
上
市

美
濃
加
茂
市
､
加
茂
郡

下
呂
市

高
山
市
(旧
久
々
野
町
､
旧
朝
日
村
及
び
旧
高

根
村
の
区
域
に
限
る
｡)

高
山
市
(旧
荘
川
村
の
区
域
に
限
る
｡)､
大
野

郡 高
山
市
(旧
高
山
市
､
旧
丹
生
川
村
､
旧
清
見

村
､
旧
宮
村
及
び
旧
国
府
町
の
区
域
に
限
る
｡)､

飛�
市
(旧
神
岡
町
の
区
域
を
除
く
｡)

高
山
市
(旧
上
宝
村
の
区
域
に
限
る
｡)､
飛�

市
(旧
神
岡
町
の
区
域
に
限
る
｡)

同
一
の
単
位
と
さ
れ
る
保
安
林
の
集
団

166.45

2,599.43

634.23

964.14

120.90

1,078.15

1,004.19

1,350.93

2,860.28

1,508.34

水
源
か
ん
養

保
安
林

皆
伐
面
積
の
限
度
た
る
面
積

(単
位
：
ha)

416.27

1,080.76

649.19

538.35

258.45

379.07

186.71

872.88

513.78

416.44

土
砂
流
出

防
備
保
安
林

保
健
保
安
林

干
害
防
備

保
安
林

保
安
林
種

矢
作
川

多
治
見
地
区

木
曽
川

下
呂
市
(旧
金
山
町
の
区
域
に
限
る
｡)

多
治
見
市
(旧
多
治
見
市
の
区
域
に
限
る
｡)

郡
上
市
(旧
和
良
村
の
区
域
に
限
る
｡)

郡
上
市
(旧
明
宝
村
の
区
域
に
限
る
｡)

岐
阜
市

飛�
市
(旧
宮
川
村
の
区
域
に
限
る
｡)

高
山
市
(旧
高
根
村
の
区
域
に
限
る
｡)

高
山
市
(旧
朝
日
村
の
区
域
に
限
る
｡)

高
山
市
(旧
高
山
市
の
区
域
に
限
る
｡)

下
呂
市
(旧
金
山
町
の
区
域
に
限
る
｡)

中
津
川
市
(旧
福
岡
町
の
区
域
に
限
る
｡)

恵
那
市
(旧
恵
那
市
の
区
域
に
限
る
｡)

郡
上
市
(旧
明
宝
村
の
区
域
に
限
る
｡)

郡
上
市
(旧
白
鳥
町
の
区
域
に
限
る
｡)

郡
上
市
(旧
大
和
町
の
区
域
に
限
る
｡)

揖
斐
郡
池
田
町

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
(旧
揖
斐
川
町
の
区
域
に
限

る
｡) 同
一
の
単
位
と
さ
れ
る
保
安
林
の
集
団

恵
那
市
(旧
明
智
町
､
旧
串
原
村
及
び
旧
上
矢

作
町
の
区
域
に
限
る
｡)

多
治
見
市
､
瑞
浪
市
､
土
岐
市
､
可
児
市
､
可

児
郡

中
津
川
市
､
恵
那
市
(旧
明
智
町
､
旧
串
原
村

及
び
旧
上
矢
作
町
の
区
域
を
除
く
｡)

10.18

2.58

1.12

2.46

3.77

0.96

0.61

3.22

1.90

2.30

2.24

1.46

2.96

4.56

2.84

18.66

1.48

皆
伐
面
積
の
限
度
た
る
面
積

(単
位
：
ha)

47.86

57.14

697.14

260.64

554.72

808.81
指
定
理
由
の
消
滅

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号

保
安
林
の
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
に
つ
き
、
森
林
法(

昭
和
二
十
六

年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)
第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
を
定
め
た
の
で
、

森
林
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号)

第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表

す
る
。平

成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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政
治
団
体
の
名
称

県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

美

山
線

路
線
名

高
山
市
(旧
国
府
町
の
区
域
に
限
る
｡)

岐
阜
市
早
田
大
通
一
丁
目
九

番
一
地
先
か
ら

同

市
同

一
丁
目
一

一
番
一
地
先
ま
で

区

間

代
表

者

の
氏

名

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

1.48

会
計
責
任
者

の
氏

名

�･� �･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

県
道

道
路
の
種
類

牛

牧

墨

俣
線

路
線
名

瑞
穂
市
祖
父
江
字
犀
川
一
三

四
四
番
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一
三

六
六
番
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜�･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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笠
原
古
屋
会

笠
原
多
見
子
を
育

て
る
会

今
井
ま
さ
と
後
援

会 伊
神
会

浅
野
真
後
援
会

民
主
党
岐
阜
県
第

４
区
総
支
部

民
主
党
岐
阜
県
第

５
区
総
支
部

民
主
党
岐
阜
県
総

支
部
連
合
会

民
主
党
岐
阜
県
参

議
院
選
挙
区
第
１

総
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜

市
支
部

政
治
団
体
の
名
称

白
山
会

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

公
職
の
候
補
者
の
氏

名
及
び
公
職
の
種
類

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

異
動

事
項

多
治
見
市
白
山
町
１
―

15 笠
原
多
見
子

衆
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
２
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

可
児
市
下
恵
土
2942―

２ 西
脇
正
己

岐
阜
市
神
田
町
１
―
１
―

１ 可
児
市
下
恵
土
2942―

２ 多
治
見
市
小
田
町
６
―

17―
１

岐
阜
市
美
江
寺
町
２
―

３ 増
永
恭
志

岐
阜
市
加
納
新
本
町
２
―

23

新

堀
敏
夫

多
治
見
市
白
山
町
４
―

７
―
１

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

下
呂
市
門
和
佐
1045―

４ 若
山
昌
之

岐
阜
市
加
納
御
車
町
35

―
１

下
呂
市
門
和
佐
1045―

４ 多
治
見
市
太
平
町
４
―

38 岐
阜
市
金
町
１
―
23

三
輪

清

岐
阜
市
薮
田
南
１
―
11―

12

旧

桐
山
な
ほ
美
岐
阜
市
九
重
町
１
―
12―
３

瑞
浪
市
古
屋
圭
司

後
援
会

古
田
は
じ
め
岐
阜

高
校
同
窓
生
後
援

会 古
田
は
じ
め
加
納

中
学
校
後
援
会

21世
紀
に
翔
く
会

中
村
幸
二
を
支
持

す
る
会

土
岐
市
古
屋
圭
司

後
援
会

多
治
見
市
古
屋
け

い
じ
を
育
て
る
会

関
ヶ
原
ふ
じ
つ
か

守
後
援
会

新
政
経
フ
ォ
ー
ラ

ム
清
風
会

志
泉
会

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

代
表

者

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

公
職
の
候
補
者
の
氏

名
及
び
公
職
の
種
類

(
公
職
の
種
類
)

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

瑞
浪
市
寺
河
戸
町
1055

高
嶋
芳
男

森
川
幸
江

岐
阜
市
宇
佐
３
―
12―

14 中
村
敦
雄

坪
根
一
雄

笠
原
多
見
子

衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
１
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体
か
つ

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
２
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

�
木

勲

土
岐
市
泉
町
大
富
1989―

11 籠
橋
兵
衛

多
治
見
市
白
山
町
１
―

15 澤
村

登

田
中
勝
士

岐
阜
市
竜
田
町
４
―
３

瑞
浪
市
寺
河
戸
町
1045

―
３

小
倉
甲
子
朗

岡
本
太
一

岐
阜
市
領
下
1882―

２

杉
山
行
生

永
井
邦
夫

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

松
崎

勉

土
岐
市
泉
梅
ノ
木
町
１
―

10 加
藤
源
治

多
治
見
市
白
山
町
４
―

７
―
１

衣
斐
正
良

中
山
義
章

岐
阜
市
神
田
町
１
―
８
―

２

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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柴
橋
正
直

笠
原
多
見
子

今
井
雅
人

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

志
泉
会

21世
紀
に
翔
く

会 今
井
ま
さ
と
後

援
会

資
金
管
理
団
体

の
名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

異
動
事
項

岐
阜
市
竜
田
町
４
―

３ 衆
議
院
議
員

可
児
市
下
恵
土
2942

―
２

新

岐
阜
市
神
田
町
１
―

８
―
２

岐
阜
県
議
会
議
員

下
呂
市
門
和
佐
1045

―
４

旧

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
資
金
管
理
団
体
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
だ
し
工
房
共
同
作
業
所

三

代

表

者

の

氏

名

安
藤

美
由
紀

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
多
治
見
市
笠
原
町
一
六
四
七
番
地
の
七
八
八

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
生
活
す
る
重
度
の
障
害
を
持
つ
人
に
対

し
て
、
軽
作
業
や
文
化
活
動
を
通
し
て
日
中
の
生
活
へ
の
支
援
と

充
実
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
障
害
者
福
祉
に
対
す
る
理
解
と
前

進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
平
成
二
十
一
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
合
格
者

砂
利
採
取
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
平

成
二
十
一
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

受
験
番
号

受
験
番
号

二

五

六

八

一
〇

二
三

二
四

二
六

三
〇

三
五

三
九

四
四

四
五

以
上
十
三
名

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
よ
り
同
法
第
六
条
第
二
項
に
よ
る
届

出
と
み
な
し
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業

流
通
課
及
び
東
濃
振
興
局
恵
那
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
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慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
二
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
鈴
茂
商
事

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

バ
ロ
ー
中
津
川
店

中
津
川
市
八
幡
町
二
〇
八
二
番
地
一

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

(

変
更
前)

午
前
九
時
三
〇
分
〜
午
後
九
時

(

変
更
後)

午
前
九
時
〜
午
後
十
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
九
時
〜
午
後
九
時
三
〇
分

(

変
更
後)

午
前
八
時
三
〇
分
〜
午
後
十
時
三
〇
分
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平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


